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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防護枠体で囲われた略直方体状の空間内に、内燃機関とこの内燃機関で駆動される作業
機とが左右に並んで配置され、この上方に、上面視で略矩形であり外周側面に沿って水平
方向に延出するフランジが形成された燃料タンクが配置され、前記燃料タンクのフランジ
が、前記枠体の縦枠間に亘って架設され矩形支持枠を構成するクロスメンバーに支持され
るように構成された内燃機関駆動作業機において、
　前記燃料タンクの上部には燃料タンク保護部材が架設され、
　前記燃料タンクのフランジの４隅をそれぞれ支持する支持部材が前記クロスメンバーか
ら延出形成され、
　前記燃料タンクは前記燃料タンク保護部材の下方空間に側方から挿入されて、前記フラ
ンジの４隅が前記支持部材に支持されて取り付けられるように構成され、
　前記各支持部材は、前記燃料タンクを載置支持する載置支持部と固定支持する固定支持
部とを同一の支持部材上に備え、
　前記支持部材は、前記載置支持部と前記固定支持部のうち少なくとも載置支持部が前記
燃料タンクのフランジ上にあって同燃料タンクの本体の隅部に接する仮想接線のうち略最
短となる線分上で前記フランジの４隅を支持する
ことを特徴とする内燃機関駆動作業機。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記クロスメンバーのうち前記燃料タンクの挿入方向を左右方向とし
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たときの前後方向に指向した左右クロスメンバーから内側へ延出形成されたことを特徴と
する請求項１記載の内燃機関駆動作業機。
【請求項３】
　前記載置支持部は弾性支持体により構成され、前記固定支持部は支持グロメットを介す
るボルト締め部により構成されることを特徴とする請求項１または２記載の内燃機関駆動
作業機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関とこの内燃機関で駆動される発電機および燃料タンクを枠体に防護
されて備えた内燃機関駆動作業機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機体全体が枠体で囲われて防護された内燃機関駆動作業機は、枠体を形成するフレーム
構造が簡単で取り扱い易く、屋外作業に広く用いられている。
【０００３】
　そして、連続運転時間を長くして屋外の作業に適するようにするために、内燃機関およ
び発電機の上部空間を利用して大きな燃料タンクを設けるのが一般的である。
【０００４】
　このような大きな燃料タンクは、燃料充満時の重量が大きいことから特許文献１に開示
されているように燃料タンクのフランジ部分を燃料タンク支持枠上に載置固定している。
【０００５】
　同公報の例では、燃料タンクの上面を保護する保護フレームを有しないので、燃料タン
クを上方から燃料タンク支持枠上に下ろすようにして取り付けすることができるが、燃料
タンクの上面を保護する保護フレームが枠体に形成されているものであると、燃料タンク
を枠体に上方から載置して取り付けることはできない。
【０００６】
　そこで特許文献２記載の例では、燃料タンクの上面を保護する保護フレームの下方の枠
体の上部空間に側方から燃料タンクを水平に挿入して取り付けるようにしており、いま挿
入方向を左右方向とし同左右方向に指向した前後支持枠に燃料タンクの前後フランジ部を
支持させるようにしている。
【０００７】
　特許文献２記載の実施例では後側支持枠を左右幅全体に亘って内側に延出させ、前側支
持枠からは支持ブラケットが内側に突設されていて、後側支持枠の延出部と前側の支持ブ
ラケットにより燃料タンクの前後フランジ部を支持するようにしている。
【０００８】
　したがって、内側に突出した後側支持枠の延出部と前側の支持ブラケットを挿入過程の
重量支持に利用できるものの、燃料タンクの挿入空間は、左右幅全体に亘って前後幅が狭
められることになり、取付け作業時にはこの狭い空間内に干渉を避けるよう注意しながら
挿入を行わなければならず、このような空間の制約から作業に手間がかかる場合がある。
【０００９】
【特許文献１】特開平４－１１１５３０号公報
【特許文献２】特開平１０－１６９８９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明はかかる点に鑑みなされたもので、その目的とする処は、燃料タンクの上面を保
護する燃料タンク保護部材が架設されている枠体への燃料タンクの挿入空間への挿入時の
制約が少なく取付け作業が容易である内燃機関駆動作業機を供する点にある。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明は、防護枠体で囲われた略直方体状の空間内に、内
燃機関とこの内燃機関で駆動される作業機とが左右に並んで配置され、この上方に、上面
視で略矩形であり外周側面に沿って水平方向に延出するフランジが形成された燃料タンク
が配置され、前記燃料タンクのフランジが、前記枠体の縦枠間に亘って架設され矩形支持
枠を構成するクロスメンバーに支持されるように構成された内燃機関駆動作業機において
、前記燃料タンクの上部には燃料タンク保護部材が架設され、前記燃料タンクのフランジ
の４隅をそれぞれ支持する支持部材が前記クロスメンバーから延出形成され、前記燃料タ
ンクは前記燃料タンク保護部材の下方空間に側方から挿入されて、前記フランジの４隅が
前記支持部材に支持されて取り付けられるように構成され、前記各支持部材は、前記燃料
タンクを載置支持する載置支持部と固定支持する固定支持部とを同一の支持部材上に備え
、前記支持部材は、前記載置支持部と前記固定支持部のうち少なくとも載置支持部が前記
燃料タンクのフランジ上にあって同燃料タンクの本体の隅部に接する仮想接線のうち略最
短となる線分上で前記フランジの４隅を支持することを特徴とする内燃機関駆動作業機を
提供する。
【００１２】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の内燃機関駆動作業機において、前記支持部材
は、前記クロスメンバーのうち前記燃料タンクの挿入方向を左右方向としたときの前後方
向に指向した左右クロスメンバーから内側へ延出形成されたことを特徴とする。
【００１３】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２記載の内燃機関駆動作業機において、前記
載置支持部は弾性支持体により構成され、前記固定支持部は支持グロメットを介するボル
ト締め部により構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に係る発明では、クロスメンバーから延出形成される支持部材は、燃料タンク
のフランジの４隅をそれぞれ支持するので、クロスメンバーによる矩形支持枠の４隅に突
設され、よって枠体への燃料タンクの挿入に際して支持部材が制約することが少なく取付
作業を容易とする。
【００１５】
　また、燃料タンクを載置支持する載置支持部と固定支持する固定支持部とを同一の支持
部材上に備えることで、部品点数を少なくできる。
【００１６】
　燃料タンクの挿入方向を左右方向としたときの前後方向に指向した左右クロスメンバー
から内側へ前記支持部材が延出形成されることで、燃料タンクの枠体への挿入に際して前
後に制約になる突出部材がなく作業を容易とする。
【００１７】
　前記支持部材の載置支持部と固定支持部のうち少なくとも載置支持部が燃料タンクのフ
ランジ上にあって同燃料タンクの本体の隅部に接する仮想接線のうち略最短となる線分上
で支持することで、燃料タンクをそのフランジの隅部で支持するにもかかわらず、大きな
支持強度を得ることができる。
【００１８】
　請求項２に係る発明によれば、支持部材が、クロスメンバーのうち燃料タンクの挿入方
向を左右方向としたときの前後方向に指向した左右クロスメンバーから内側へ延出形成さ
れるため、枠体への燃料タンクの挿入に際して支持部材が制約することが一層少なく、取
付作業が容易となる。
【００１９】
　請求項３係る発明によれば、載置支持部が弾性支持体により構成され、固定支持部が支
持グロメットを介するボルト締め部により構成されることにより、弾性的な支持と大きな
支持強度を得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る一実施の形態について図１ないし図８に基づいて説明する。
【００２１】
　本実施の形態は、作業機が発電機である内燃機関駆動発電機１に適用したものである。
【００２２】
　該内燃機関駆動発電機１の全体の正面図を図１、左側面図を図２、右側面図を図３、平
面図を図４、斜視図を図５に示す。
【００２３】
　図１の正面図において、紙面手前側を前、奥側を後、左側を左、右側を右とする。
【００２４】
　機体の全体を枠体20が囲い防護しており、この枠体20内に内燃機関２が左側に、内燃機
関２の出力軸に回転軸が直結された発電機３が右側に配設され、内燃機関２と発電機３の
上方空間に上面視矩形の燃料タンク４が懸架されている。
【００２５】
　内燃機関２の左端にはリコイルスタータ10が設けられ、リコイルスタータ10の後方位置
にエアクリーナ11が配設され、エアクリーナ11と内燃機関のシリンダとの間に気化器や吸
気管などの吸気系装置が配設されている。
【００２６】
　発電機３の後方には、排気管やマフラー40などの排気系装置が配設される。
【００２７】
　図６に示すように、燃料タンク４は、偏平矩形のタンクであり、外周側面に沿って水平
方向に延出するフランジ５が周方向に亘って形成されており、フランジ５の高さ位置の内
面積が一番大きく、フランジ５より上にいく程、また下にいく程内面積が徐々に小さくな
っている。また、燃料タンク４のフランジ５には、その４隅に取付孔５ａが穿設されてい
る。
【００２８】
　燃料タンク４の上面の略中央位置に燃料供給口があり、燃料キャップ６が螺着され、下
面の左側縁に沿った位置から燃料コック７（図２）が下方へ突設されており、内燃機関２
の左外側に位置する燃料コック７から燃料ホース８が延出して前記気化器に連結される。
【００２９】
　以上の機器を囲繞して支持する枠体20は、図６に示すようにパイプフレームを矩形環状
に連続させ、対向する長尺のフレーム部分をコ字状に屈曲させて直方体の枠形状を形成し
ている。
【００３０】
　すなわち枠体20は、左右水平方向に指向した前後一対の前後水平フレーム21Ｆ，21Ｒ、
同前後水平フレーム21Ｆ，21Ｒの左右端部が屈曲して上方に延びた４本の垂直フレーム22
Ｆ，22Ｆ，22Ｒ，22Ｒ、前後に対向する垂直フレーム22Ｆ，22Ｒの上端を連結する前後水
平方向に指向した左右一対の左右水平フレーム23Ｌ，23Ｒとからなる。
【００３１】
　そして、左右水平フレーム23Ｌ，23Ｒ間に左右水平方向に指向した保護フレーム24Ｆ，
24Ｒが前後に２本端部を溶接して架設されている。
【００３２】
　同前後一対の保護フレーム24Ｆ，24Ｒは、下方の前後一対の前後水平フレーム21Ｆ，21
Ｒより互いの間隔が狭く、図４および図５に示すように燃料タンク４の上方に位置して、
枠体20を補強するとともに、燃料タンク４の上面を保護する機能を有する。
【００３３】
　下部の前後一対の前後水平フレーム21Ｆ，21Ｒ間に機体支持プレート25Ｌ，25Ｒが左右
に一対架設され、同機体支持プレート25Ｌ，25Ｒにマウント部材26を介して内燃機関２お
よび発電機３が支持される。
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【００３４】
　枠体20の左右一対の前側垂直フレーム22Ｆ，22Ｆ間および後側垂直フレーム22Ｒ，22Ｒ
間には、所定高さで前後一対の前後クロスメンバー27Ｆ，27Ｒが左右水平方向に指向して
架設されている。前後クロスメンバー27Ｆ，27Ｒは矩形筒状をなしている。
【００３５】
　前クロスメンバー27Ｆの前面には、出力コンセント，各種操作スイッチ等を配置したコ
ントロールパネル41（図５）が取り付けられている。
【００３６】
　また、枠体20の右側の前後垂直フレーム22Ｆ，22Ｒ間には、同じ所定高さで矩形筒状の
右側クロスメンバー28Ｒが前後水平方向に指向して架設されている。
【００３７】
　この右側クロスメンバー28Ｒの内面の両端部からそれぞれ燃料タンク４を支持する支持
部材としての支持ブラケット29，29が内側に向かって突設されている。
【００３８】
　一方、右側クロスメンバー28Ｒに対向して対をなす左側クロスメンバー28Ｌは、右側ク
ロスメンバー28Ｒと対称に構成されており、内面両端部に同じように支持ブラケット29，
29が内側に向かって突設されているが、同左側クロスメンバー28Ｌは枠体20に着脱自在と
されている。
【００３９】
　同左側クロスメンバー28Ｌが架設される左側の前後垂直フレーム22Ｆ，22Ｒには、所定
高さに、燃料タンク４の支持部材としての取付ブラケット30，30が突設されており、同取
付ブラケット30，30に左側クロスメンバー28Ｌの両端部を当接してボルト31，31により螺
着することにより、左側クロスメンバー28Ｌは前記右側クロスメンバー28Ｒと左右対称位
置に取り付けられる。
【００４０】
　このように左右クロスメンバー28Ｌ，28Ｒは燃料タンク支持枠を形成しており、この左
右クロスメンバー28Ｌ，28Ｒのそれぞれ両端部から突設された４隅の支持ブラケット29に
燃料タンク４のフランジ５が載置される。
【００４１】
　支持ブラケット29は、図６ないし図８を参照して水平板部29ｈと垂直板部29ｖとが直角
に屈曲した形状をしており、左右クロスメンバー28Ｌ，28Ｒに溶接固定されている基端側
に比べて、先端側は多少幅狭になっている。
【００４２】
　図８に示すように、水平板部29ｈの基端側にはボルト孔29ａが穿設され、水平板部29ｈ
の裏面に同ボルト孔29ａの処にナット32が固着されており、先端側には嵌合孔に弾性支持
体33が嵌着されている。一方、燃料タンク４におけるフランジ５の４隅に穿設された取付
孔５ａには、中央に円筒状のカラー35が挿入された弾性を有する支持グロメット34が、そ
れぞれ嵌着される。
【００４３】
　したがって、枠体20の４隅に突設された支持ブラケット29に燃料タンク４のフランジ５
の４つの隅部が載置されると、燃料タンク４は、弾性支持体33および支持グロメット34を
介して支持ブラケット29に支持され、この状態で図８に示すようにフランジ５の支持グロ
メット34に挿入されたカラー35と支持ブラケット29のボルト孔29ａにボルト37を貫通させ
て水平板部29ｈの裏面に固着されたナット32に螺合して取り付ける。弾性支持体33は載置
支持部を構成し、支持グロメット34、カラー35、ボルト37、ナット32は固定支持部を構成
する。
【００４４】
　燃料タンク４を枠体20に取り付ける作業手順は、まず着脱自在の左側クロスメンバー28
Ｌが外された枠体20の左側開口から燃料タンク４を、燃料コック７が設けられている側と
は反対側を先頭にして略水平姿勢で挿入し、挿入方向の先端フランジ部の前後両端を右側
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クロスメンバー28Ｒから突設された前後支持ブラケット29，29に載置する。
【００４５】
　次いで、左側クロスメンバー28Ｌを左側垂直フレーム22Ｆ，22Ｒに架設して同左側クロ
スメンバー28Ｌから突設された前後支持ブラケット29，29に後端フランジ部の前後両端を
載置して燃料タンク４を支持させる。そして、燃料タンク４のフランジ５の４隅をボルト
37によって支持グロメット34を介して固定する。
【００４６】
　本枠体20は、燃料タンク４の上方に保護フレーム24Ｆ，24Ｒを備えているため、燃料タ
ンク４を上方から枠体20内に載置することができないが、そのため上記のように枠体20内
に側方から燃料タンク４を挿入することにより、枠体20内に内燃機関２および発電機３が
装着支持された状態であっても燃料タンク４の挿入および取り付けは可能となる。
【００４７】
　なお、燃料タンク４の下面に突設された燃料コック７は、左寄りにあって上述のように
挿入作業時には内燃機関２とは干渉しないようになっている。
【００４８】
　したがって、燃料タンク４の挿入に際しては、燃料タンク４が挿入される通路に相当す
る前後クロスメンバー27Ｆ，27Ｒ間の途中の空間内には挿入の邪魔になるような内側に突
出するものはないので、燃料タンク４の挿入は容易に行われ、取付作業が円滑に行われる
。
【００４９】
　なお、前後の左側クロスメンバー28Ｌが外された枠体20の左側開口には、取付ブラケッ
ト30，30が突出しているが、突出量は僅かであり、燃料タンク４のフランジ５が取付ブラ
ケット30，30の上を通過するように挿入することで、ほとんど邪魔になることはない。な
お、取付ブラケット30，30を垂直フレーム22Ｆ，22Ｒに直接形成することにより、この突
出を無くすことこもできる。
【００５０】
　以上のようにして燃料タンク４が枠体20内に挿入され４隅に突設された支持ブラケット
29に支持されたとき、図７に示すように弾性支持体33による載置支持部の載置支持点Ｐは
、燃料タンク４のフランジ５上にあって燃料タンク本体４ａの隅部に接する仮想接線のう
ち略最短となる線分ｔ（図７に示された破線）上に位置している。したがって、フランジ
５に作用する折り曲げ方向の力に対しても高い強度を得ることができる。
【００５１】
　すなわち、本燃料タンク４の取付構造は、重量物である燃料タンク４をフランジ５の４
隅で支持するものであるが、フランジ５の上記載置支持点Ｐで支持することにより十分な
支持強度を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施の形態に係る内燃機関駆動発電機の全体正面図である。
【図２】同左側面図である。
【図３】同右側面図である。
【図４】同平面図である。
【図５】同斜視図である。
【図６】枠体および燃料タンクの分解斜視図である。
【図７】枠体の上部を水平に切断した内燃機関駆動発電機の平面図である。
【図８】図７のVIII－VIII線に沿って切断した断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
　　２…内燃機関、３…発電機、４…燃料タンク、５…フランジ、５ａ…取付孔、７…燃
料コック、８…燃料ホース、
　　10…リコイルスタータ、11…エアクリーナ、
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　　20…枠体、21Ｆ，21Ｒ…前後水平フレーム、22Ｆ，22Ｆ，22Ｒ，22Ｒ…垂直フレーム
、23Ｌ，23Ｒ…左右水平フレーム、24Ｆ，24Ｒ…保護フレーム、25Ｌ，25Ｒ…機体支持プ
レート、26…マウント部材、27Ｆ，27Ｒ…前後クロスメンバー、28Ｌ…左側クロスメンバ
ー、28Ｒ…右側クロスメンバー、29…支持ブラケット、29ａ…ボルト孔、29ｈ…水平板部
、
　　30…取付ブラケット、32…ナット、33…弾性支持体、34…支持グロメット、35…カラ
ー、37…ボルト、
　　40…マフラー、41…コントロールパネル、
　　ｔ…略最短となる線分、Ｐ…載置支持点。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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